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デフレ脱却と持続的な経済成長の実現のための 


政府・日本銀行の政策連携について 


（共同声明） 
 


 


 


平成 25年 1月 22日  


内 閣 府  


財 務 省  


日 本 銀 行  


       


 


 


 


デフレ脱却と持続的な経済成長の実現のため、政府・日本銀行は
別紙のとおり政策連携を強化し、これを共同して公表するものとす
る。 


  







 


 


（別紙）  


 


 


 


デフレ脱却と持続的な経済成長の実現のための政府・日本銀行の政策連携について 


（共同声明） 


 


 


１．デフレからの早期脱却と物価安定の下での持続的な経済成長の実現に向け、以下のと


おり、政府及び日本銀行の政策連携を強化し、一体となって取り組む。 


 


２．日本銀行は、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することを理


念として金融政策を運営するとともに、金融システムの安定確保を図る責務を負ってい


る。その際、物価は短期的には様々な要因から影響を受けることを踏まえ、持続可能な


物価の安定の実現を目指している。 


日本銀行は、今後、日本経済の競争力と成長力の強化に向けた幅広い主体の取組の進


展に伴い持続可能な物価の安定と整合的な物価上昇率が高まっていくと認識している。


この認識に立って、日本銀行は、物価安定の目標を消費者物価の前年比上昇率で２％と


する。 


日本銀行は、上記の物価安定の目標の下、金融緩和を推進し、これをできるだけ早期


に実現することを目指す。その際、日本銀行は、金融政策の効果波及には相応の時間を


要することを踏まえ、金融面での不均衡の蓄積を含めたリスク要因を点検し、経済の持


続的な成長を確保する観点から、問題が生じていないかどうかを確認していく。 


 


３．政府は、我が国経済の再生のため、機動的なマクロ経済政策運営に努めるとともに、


日本経済再生本部の下、革新的研究開発への集中投入、イノベーション基盤の強化、大


胆な規制・制度改革、税制の活用など思い切った政策を総動員し、経済構造の変革を図


るなど、日本経済の競争力と成長力の強化に向けた取組を具体化し、これを強力に推進


する。 


また、政府は、日本銀行との連携強化にあたり、財政運営に対する信認を確保する観


点から、持続可能な財政構造を確立するための取組を着実に推進する。 


 


４．経済財政諮問会議は、金融政策を含むマクロ経済政策運営の状況、その下での物価安


定の目標に照らした物価の現状と今後の見通し、雇用情勢を含む経済・財政状況、経済


構造改革の取組状況などについて、定期的に検証を行うものとする。 


 








 


経済財政諮問会議（平成 25 年第２回）議事次第 


 


平成 25 年１月 22 日（火） 


18 時 10 分～18 時 50 分 


官 邸 ４ 階 大 会 議 室  


 


１． 開 会 


 


２． 議 事 


（１） 金融政策決定会合報告について 


（２） 平成 25 年度予算編成の基本方針について 


（３） 経済財政諮問会議の今後の検討課題について 


 


３． 閉 会 


 


 


（説明資料） 


資料１ 平成 25 年度予算編成の基本方針（原案） 


資料２ 平成 25 年度予算編成に当たって（有識者議員提出資料） 


資料３ 経済財政諮問会議の今後の検討課題（有識者議員提出資料） 


 


 


（配布資料） 


○ デフレ脱却と持続的な経済成長の実現のための政府・日本銀行の政策連携について 


（共同声明）（内閣府、財務省、日本銀行） 


○ 「平成 25 年度予算編成に向けた考え方」（財政制度等審議会） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








 
 


１ 


 


平成 25年度予算編成の基本方針（原案） 


 


Ⅰ 日本経済再生に向けた取組の更なる推進 


 


強い経済は、国力の源泉である。強い経済の再生なくして、財政の再建も、日本の将来


もない。 


我が国の景気は弱い動きを続けており、平成 25 年度にかけては、海外経済の状況が改


善するとともに我が国の景気も緩やかに回復していくことが期待されるものの、欧州債務


危機の影響など海外経済を巡る不確実性は依然として高く、我が国の景気を下押しするリ


スクとなっている。 


このような状況を踏まえつつ、我が国経済を再生させ、「誇りある日本」を取り戻すた


め、東日本大震災からの復興を目に見えるかたちで大きく前進させるとともに、政策の基


本哲学をこれまでのいわば「縮小均衡の分配政策」から「成長と富の創出の好循環」へと


転換させる。これにより、長引く円高・デフレ不況から脱却し、イノベーションや新しい


事業の創出により成長力が強化され、雇用と所得が拡大していく強い経済を目指す。 


日本経済再生に向けては、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成


長戦略の「三本の矢」を一体として実行していく。 


その第一弾として、先般、「日本経済再生に向けた緊急経済対策」（平成 25年 1月 11日


閣議決定。以下「緊急経済対策」という。）及びこれを実行するための平成 24年度補正予


算を決定した。 


今後とも、日本経済再生本部と経済財政諮問会議を司令塔として、総合科学技術会議、


規制改革会議等との連携を図りながら、日本経済再生を実現するための取組を強力に推進


していく。 


 


 


Ⅱ 平成 25年度予算編成の基本的な考え方 


 


（緊急経済対策との一体的な編成） 


 上記Ⅰの考え方の下、平成 25 年度予算は、緊急経済対策に基づく大型補正予算と一体


的なものとして、いわゆる「15ヶ月予算」として編成する。 


 これにより、切れ目のない経済対策を実行し、景気の底割れの回避とデフレからの早期


脱却及び成長力の強化を図る。 


 


（経済再生の実現に向けた効果的・効率的な予算編成） 


景気の底割れを防ぎ、デフレから脱却するには、25 年度予算の速やかな編成が必要で


ある。 


編成に当たっては、昨年 12 月 26 日、27 日の総理指示に従って、財政状況の悪化を防
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２ 


 


ぐため、民主党政権時代の歳出の無駄を最大限縮減しつつ、中身を大胆に重点化する。 


その際、東日本大震災からの復興の加速はもとより、持続的成長に貢献する分野や日本


を支える将来性のある分野に重点を置く。 


 


（財政に対する信認の確保） 


財政赤字が拡大を続け、債務残高が増大した場合、国債費の増加による政策の自由度の


低下、世代間の不公平の拡大など、様々な要因を通じて、経済、財政、国民生活に重大な


影響を与えかねない。 


従って、2015 年度までに国・地方のプライマリーバランスの赤字の対ＧＤＰ比を 2010


年度の水準から半減し、2020 年度までに国・地方のプライマリーバランスを黒字化する


との財政健全化目標を実現する必要がある。平成 25 年度予算についても、上記の総理指


示に沿って、財政健全化目標を踏まえたものとするとともに、国債に対する信認を確保す


るため、公債発行額をできる限り抑制し、中長期的に持続可能な財政構造を目指す。 


財政健全化と日本経済再生の双方を実現する道筋については、今後、経済財政諮問会議


において検討を進める。 


 


 


Ⅲ 予算の重点化についての基本的な考え方 


 


 平成 25 年度予算においては、民主党政権時代の要求内容を徹底して精査しつつ、「復


興・防災対策」、「成長による富の創出」、「暮らしの安心・地域活性化」の３分野に重点化


するとの方針に基づいて、日本経済再生の実現に向けた取組に重点的な配分を行う。 


 


（１）復興・防災対策 


被災地の復興の加速を最優先とし、きめ細やかな復興施策を実施するとともに、福島の


再生のため原子力災害等からの迅速な再生を推進する。 


防災対策については、老朽化対策など社会の重要インフラ防御、学校耐震化など事前防


災・減災対策のための国土強靭化、災害等への対応体制の強化などについて、ハード、ソ


フトの両面につき抜本的に強化し国民の不安を払拭する。 


なお、復興関連予算は、「流用」等の批判を招くことがないよう、使途の厳格化を行い、


被災地の復旧・復興に直接資するものを基本とする1。 


また、復興施策に必要な財源の確保等について、全国防災事業の負担の在り方も含め見


直しを行うものとする。 


 


 


                                                   
1 全国向け予算については、子どもの安全確保に係る緊要性の高い学校の耐震化事業や津波災


害を踏まえて新たに必要性が認識された一部公共事業、既契約の国庫債務負担行為の歳出化分


に限り、例外的に復興特別会計に計上するものとする。 







 
 


３ 


 


（２）成長による富の創出 


「成長による富の創出」を実現していくため、規制・制度改革や金融・税制面の措置等


により民間の潜在力を最大限発揮しつつ、民間投資の喚起を図るための施策や省エネルギ


ー・再エネルギーの推進、イノベーションの基盤強化などを推進する。また、日本経済の


活力の源泉である中小企業・小規模事業者の支援や「攻めの農林水産業」の展開に取り組


む。 


また、日本企業の海外展開の支援等によりグローバル経済の成長力を日本に取り込むと


ともに、金融資本市場の活性化、若者や女性の就労促進を含む雇用対策等による成長力の


強化に取り組む。教育再生に向けて、学力・規範意識の向上につながる取組等を推進する。 


 


（３）暮らしの安心・地域活性化 


安全・安心な生活空間と環境を整備するとともに、国民の暮らしと命を守るための能力


を強化し安心を確保する。さらに台風等の災害からの復旧等を行う。 


医療・年金・介護などの社会保障制度の持続可能性を確保するとともに、社会的に弱い


立場にある人たちが社会で活躍できる環境を整備する。 


また、我が国をめぐる安全保障環境の緊張度合いが高まっている状況を踏まえ、海上保


安体制の強化を含め周辺海空域における警戒監視・安全確保等の各種対応能力の向上に重


点的に取り組むとともに、調達制度の適正化を進め、実効的かつ効率的な防衛力の整備を


推進する。 


 さらに、地域がそれぞれの特色を発揮し有機的な交流・連携を進めることにより、地域


活性化策を推進するとともに地域が直面している危機を突破し、地方の経済の活力を取り


戻すことを目指す。 


 


（４）歳出分野における主な留意事項等 


 


（歳出分野における主な留意事項） 


 歳出の各分野について、予算の大胆な重点化を進める。特に、社会保障については、少


子高齢化が進展する中で、持続可能な社会保障制度を構築するため、社会保障の安定財源


を確保すると同時に、国民負担の増大を極力抑制する観点から、重点化に取り組む。この


ため、社会保障制度改革推進法に沿って、医療・介護・少子化対策など社会保障制度改革


国民会議における議論を促進するとともに、生活保護については、生活扶助基準の水準の


引下げ・医療扶助の適正化を図るとともに、不正受給対策を徹底し、併せて自立・就労な


どの支援施策を講じる。 


また、公共投資については、投資効果の発現や民間投資の誘発等の観点から真に必要な


事業を積み上げることとし、国民の安全を守る老朽化対策や防災対策など現下の優先課題


とともに、国際競争力の強化や地域経済の活性化につながる「未来への投資」に予算を重


点化する。 


 







 
 


４ 


 


さらに、地方財政については、国の取組と歩調を合わせて、給与関係経費などをはじめ


とする地方財政計画の歳出を見直し、抑制を図るとともに、安定的な財政運営に必要とな


る地方税、地方交付税等の一般財源の総額を確保する。 


  


（行財政改革2） 


 限られた人的・物的資源を有効に活用し、行政機能や政策効果を最大限向上させる真に


国民のためになる行財政改革に取り組む。 


 国家公務員の定員については、現下の重要課題に適切に対応しつつ、厳しく業務の見直


しや効率化に取り組み、可能な限り純減を図る。その中で、メリハリのある定員配置を実


現する。国が法令等で配置基準等を定める地方公務員の配置についても、行財政改革の取


組を踏まえ対応する。 


 また、国家公務員の給与については、前政権時の平成 24 年人事院勧告の取扱いを変更


し平成 25年度から実施する。 


地方公務員の給与については、平成 24 年度から実施されている国家公務員給与の平均


▲7.8%の削減措置に準じて必要な措置を講ずるよう地方公共団体に要請するとともに、そ


れを反映して、平成 25 年度予算における地方交付税や義務教育費国庫負担金等を算定す


る。 


 


 


 


 


                                                   


2特別会計及び独立行政法人の見直しについては、「特別会計改革の基本方針」（平成 24年 1月


24 日閣議決定）及び「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」（平成 24 年 1 月 20


日閣議決定）は、それ以前より決定していた事項を除いて当面凍結・再検討することとし、平


成 25年度予算は、現行の制度・組織等を前提に編成するものとする。 


 








平成 25年度予算編成に当たって 


平成 25年 1月 22日 


伊藤 元重 


小林 喜光 


佐々木 則夫 


高 橋  進 


 


 緊急経済対策決定の際、総理が指示された「対象を重点化し、無駄にならな


いよう、中身もガラス張りにして、費用と効果の比較も見えるように」との趣


旨は、平成 25 年度予算についても徹底していく必要がある。平成 25 年度予算


については、例年に比して極めて短い編成作業となるが、以下の点を踏まえた


編成を行うとともに、安倍政権の政策の意図するところを国民に明確に発信す


べきである。 


 こうした点について、諮問会議の場でフォローアップしていくべきである。 


 


１．予算の重点化、メリハリのある予算 


 


 平成 24 年度補正予算は思い切った規模とする一方、平成 25 年度予算につ


いては財政健全化目標を踏まえたものとするとされている。財政状況は引き続


き厳しいと見込まれることからも、必要な予算への重点的予算配分を行うとと


もに、ムダの削減を徹底すべきである。過年度の予算に計上された項目が既得


権として平成 25年度予算に安易に引き継がれることなどがないよう、必要性等


につき、内容を十分に精査すべきである。 


さらに「どのような分野にどの程度重点配分したか」、「どのような予算を増


加あるいは削減したか」、また、それによって「どういった政策効果が期待され


るのか」などについて、これまでとの違いを含めて、具体的、定量的に国民に


分かりやすく説明していくべきである。 


 


 


２．ＰＤＣＡサイクルの確立 


 


 予算の重点化のためには、ＰＤＣＡを適切に行うことが不可欠である。実効


性の高いＰＤＣＡサイクルの確立に向け、諮問会議の協力の下、検討を深める


とともに、その成果を平成 26年度予算編成に十分に活用していくべきである。 
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経済財政諮問会議の今後の検討課題 


平成 25年１月 22日 


伊藤 元重 


小林 喜光 


佐々木 則夫 


高 橋  進 


 


 経済財政諮問会議の任務は経済財政運営の司令塔として基本設計を示すこと


である。当面（年前半）、骨太方針に向けて、日本経済再生本部・産業競争力会


議等との連携の下、以下の事項について議論を行う必要がある。 


 その際、我が国経済の置かれた状況や 2020年代もしくはそれ以降を見据えた


見通しを踏まえつつ、課題解決に当たって、複合的な視点で捉えるとともに、


政策・制度の予見可能性を高める、政策効果や成果をしっかりチェックすると


いった点に留意しながら、国民にとって分かりやすい形で議論を行い、具体的


な結果に結びつけることが重要である。 


 


 


Ⅰ．諮問会議で取り組むべき当面（年前半）の重要課題 


 


（１）デフレ・円高不況から脱却し、日本経済を再生するため、3本の矢の実施


状況、効果などを常時検証し、必要な時には対応を促すとともに、目指す


べき自律的な成長の姿とそのために必要な対応を明らかにする。 


（２）持続可能な財政を実現するために、中長期の財政健全化の道筋を明らか


にする。 


（３）(1)(2)それぞれの議論、(1)と(2)をどう両立させるかという議論を踏ま


えつつ、年央に骨太方針を策定する。 


（４）中長期のあるべき姿を検討しつつ、それを見据えた議論を行う（国・地


方、行政改革、人口減少、資源・エネルギー制約、市場開放、食料問題等）。 


（５）なお、以下の具体的な事項を検討するにあたっては、優先順位や時間軸


を明らかにする。 


 


 


Ⅱ．具体的検討事項 


 


（１）日本経済再生に向けた考え方とそのための取り組み 


①デフレ脱却に向けた金融政策、機動的財政政策、成長戦略 


  ・日本銀行の取り組みと金融政策に関する集中討議 


  ・緊急経済対策等の政府の取り組みのフォローアップ 


  ・目指すべき拡大均衡、所得増、雇用増の明確化 
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②自律的成長の姿と必要な取り組み 


～「縮小均衡から拡大均衡への転換」、「所得増、雇用増に結びつく姿」を


経て「ＧＮＩの拡大をもたらす自律的成長」へ～ 


・企業の投資を引き出し、イノベーションを促進するために必要な政策 


（産業政策、規制・制度改革、税制改革、官民の役割分担等） 


    ・供給過剰構造の解消、構造問題を抱える分野での退出を円滑化し、新


たな分野での参入を促すなど新陳代謝を活性化するメカニズム 


・制約条件（エネルギー等）克服の道筋 


・所得の増加・雇用の拡大、消費の喚起に向けた取り組み 


    ・人材の活用及び人的投資の拡大・育成（特に若者や女性）、ライフサイ


クルを踏まえた雇用、柔軟性のある労働市場 


・地域活性化の視点から見た成長戦略（地方分権、公共投資等） 


・積極的な市場開放やヒト、モノ、カネの活発な移動を通じた日本の活 


 性化、そのためのアジア太平洋地域、ＥＵ等との経済連携のあり方 


 


（２）持続可能な財政の実現に向けて 


  ①主要歳出分野における重点化 


・社会保障制度の効率化・重点化（社会保障国民会議との連携）、公共投


資のあり方、成長戦略資金の確保、地方財政、行革等 


②26年度予算に向けた基本的考え方 


③効率的・効果的な財政を実現するための仕組みの確立に向けて 


・財政政策・税制改革等について、個々の政策課題に対する成果、雇用 


や所得の拡大、企業収益の改善などについてセミマクロレベルで評価


する仕組みの検討など、実効性のあるＰＤＣＡサイクルの確立 


④中長期の財政健全化に向けた基本的な考え方 


 


（３）骨太の方針後に取り組むべき課題、進め方 


 


 


Ⅲ．骨太方針後の検討事項 


 


   ・26年度予算に向けた予算の全体像のとりまとめ  


   ・消費税引き上げに際しての経済状況の総合的判断に向けた検討 


   ・「予算編成の基本方針」のとりまとめ 


   ・日本の進むべき道と中長期の経済の姿を踏まえた経済財政運営の 


方針 等 





